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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】中小規模システムであっても、全体体積率を十
分小さくする基板ユニットと、それを使用する基板シス
テムを提供する。
【解決手段】ベース基板１０と、複数の基板ユニット３
０とを組み合わせる。各基板ユニット３０は、複数の基
板３１を平行に積み重ねる。ベース基板１０には、基板
ユニット３０を個別に搭載する複数のユニットスペース
１３を設定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子回路用の基板と、互いに適合するソケット部、プラグ部を前記各基板の上面
側、下面側に有するコネクタと、互いに適合する雌ねじ部、雄ねじ部を前記コネクタの連
結高さ相当の本体部の上下に形成するスペーサとを備えてなり、前記基板は、上下に連結
する前記コネクタ、スペーサを介して上下に積み重ねて一体に組み立てることを特徴とす
る基板ユニット。
【請求項２】
　前記コネクタは、角形の前記基板の一辺に沿って一対を配置し、前記スペーサは、前記
コネクタ側の一辺に対向する他の一辺の両端部に一対を配置することを特徴とする請求項
１記載の基板ユニット。
【請求項３】
　ベース基板と、請求項１または請求項２記載の基板ユニットとを備えてなり、前記ベー
ス基板は、前記基板ユニットを個別に搭載する複数のユニットスペースを設定し、前記各
ユニットスペースには、前記基板ユニット側のコネクタのプラグ部と連結可能なコネクタ
のソケット部を配置するとともに、前記基板ユニット側のスペーサの雄ねじ部に適合する
透孔を形成することを特徴とする基板システム。
【請求項４】
　前記ベース基板側のコネクタは、前記ベース基板の片面に設けることを特徴とする請求
項３記載の基板システム。
【請求項５】
　前記ベース基板側のコネクタは、前記ベース基板の両面に設けることを特徴とする請求
項３記載の基板システム。
【請求項６】
　前記ベース基板には、データ処理用の電子回路部品を併せて搭載することを特徴とする
請求項３ないし請求項５のいずれか記載の基板システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、たとえば多数の任意のセンサの出力信号を信号処理する電子回路部品をコ
ンパクトに組み立てて装置化するときなどに特に好適な基板ユニットと、それを使用する
基板システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数のセンサからの信号を入力する電子装置システムを構築するための基板システムが
提案されている（たとえば特許文献１）。
【０００３】
　従来の基板システムは、大形の親基板と、複数の子基板とを組み合わせて構成されてい
る。子基板は、それぞれ親基板上のコネクタに接続するコネクタを備え、親基板に対して
垂直に立て並べるようにして必要な枚数を平行に配列することにより、コネクタを介して
親基板と一体に組み立てられている。なお、各子基板上には、たとえば放射線検出用の多
数の半導体検出器がセンサ素子として他の必要な電子回路部品とともに搭載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３３３５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　かかる従来技術によるときは、親基板に対して子基板が垂直に連結されているため、全
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体体積が過大になりがちであり、殊にセンサの点数が数１０程度の中小規模システムでは
、センサ１点当りの所要全体体積（以下、全体体積率という）を十分小さくすることが容
易でないという問題があった。
【０００６】
　そこで、この発明の目的は、かかる従来技術の問題に鑑み、基板を平行に積み重ねて構
成する基板ユニットをベース基板上に搭載することによって、中小規模システムであって
も全体体積率を十分に小さくすることができる基板ユニットと、それを使用する基板シス
テムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するためのこの出願に係る第１発明（請求項１に係る発明をいう、以
下同じ）の構成は、複数の電子回路用の基板と、互いに適合するソケット部、プラグ部を
各基板の上面側、下面側に有するコネクタと、互いに適合する雌ねじ部、雄ねじ部をコネ
クタの連結高さ相当の本体部の上下に形成するスペーサとを備えてなり、基板は、上下に
連結するコネクタ、スペーサを介して上下に積み重ねて一体に組み立てることをその要旨
とする。
【０００８】
　なお、コネクタは、角形の基板の一辺に沿って一対を配置し、スペーサは、コネクタ側
の一辺に対向する他の一辺の両端部に一対を配置することができる。
【０００９】
　第２発明（請求項３に係る発明をいう、以下同じ）の構成は、ベース基板と、第１発明
に係る基板ユニットとを備えてなり、ベース基板は、基板ユニットを個別に搭載する複数
のユニットスペースを設定し、各ユニットスペースには、基板ユニット側のコネクタのプ
ラグ部と連結可能なコネクタのソケット部を配置するとともに、基板ユニット側のスペー
サの雄ねじ部に適合する透孔を形成することをその要旨とする。
【００１０】
　なお、ベース基板側のコネクタは、ベース基板の片面または両面に設けることができる
。
【００１１】
　また、ベース基板には、データ処理用の電子回路部品を併せて搭載してもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　かかる第１発明の構成によるときは、各基板は、上下に連結するコネクタ、スペーサを
介して上下に積み重ねることにより、互いに平行に等間隔に積み重ねられ、全体としてコ
ンパクトな柱状に組み立てることができる。なお、各基板には、外部のセンサの出力信号
を有線または無線で入力させ、センサごとの信号処理を実行するための必要な電子回路部
品を搭載することができる他、たとえば放射線のような外部からの物理量を直接検出する
センサ素子を必要な電子回路部品とともに搭載してもよい。ただし、基板の積み重ね枚数
は、２枚以上の任意枚数としてよいが、コネクタのピン数の制限から最大１０～２０枚程
度が実用的である。
【００１３】
　一対のコネクタを角形の基板の一辺に沿って配置し、一対のスペーサを対向する他の一
辺の両端部に配置することにより、基板の連結後の安定性を実用的に十分な程度に容易に
確保することができる。
【００１４】
　第２発明の構成によるときは、ベース基板上の基板ユニットは、それを構成する各基板
がベース基板と平行であるから、全体体積率を十分に小さくすることができる。ただし、
各基板ユニットは、基板ユニット側のコネクタのプラグ部をベース基板側のコネクタのソ
ケット部に連結するとともに、基板ユニット側のスペーサに連結するスペーサを基板ユニ
ットとベース基板との間に介装することにより、ベース基板上の所定のユニットスペース
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に安定に搭載することができる。なお、各基板ユニットは、それぞれの基板の積み重ね枚
数をできるだけ揃え、それぞれの高さを同程度に揃えることが好ましい。
【００１５】
　ベース基板側のコネクタは、ベース基板の片面、両面のいずれに配置してもよく、ベー
ス基板の片面または両面に基板ユニットを搭載することができる。
【００１６】
　ベース基板上に搭載するデータ処理用の電子回路部品は、各基板ユニットからの信号を
入力して適切にデータ処理することにより、所期の機能を達成することができる。ただし
、このときのデータ処理用の電子回路部品とは、たとえばマイクロコンピュータボードや
グラフィックボードなどを含む所定のデータ処理機能を有する電子回路基板や電子回路素
子などをいうものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】上面側の全体模式分解斜視図
【図２】下面側の全体模式分解斜視図
【図３】基板の構成説明図
【図４】図１の要部拡大平面図
【図５】図４のＺ1 －Ｚ1 線矢視相当模式断面図
【図６】図４のＺ2 －Ｚ2 線矢視相当模式断面図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を以って発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　基板システムは、ベース基板１０と、ベース基板１０に搭載する基板ユニット３０、３
０…とを備えてなる（図１、図２）。なお、ベース基板１０上には、データ処理用の電子
回路部品２０が併せて搭載されている。
【００２０】
　ベース基板１０上には、ユニバーサル配線スペース１１、電子回路部品２０用の部品装
着スペース１２、基板ユニット３０用の複数のユニットスペース１３、１３…が設定され
ている。ユニバーサル配線スペース１１には、多数のスルーホール１１ａ、１１ａ…が縦
横に規則正しく配列されて形成されており、ベース基板１０を貫通するスルーホール１１
ａ、１１ａ…を利用してオプション用の任意の電子回路を構築することができる。また、
ベース基板１０の上面側の部品装着スペース１２には、電子回路部品２０のピン２１、２
１…に適合するソケット１２ａ、１２ａ…を介して電子回路部品２０を装着することがで
きる。ユニットスペース１３、１３…は、ベース基板１０の上面側、下面側の同位置に対
称的に設定されており、それぞれ基板ユニット３０を個別に搭載可能である。
【００２１】
　各基板ユニット３０は、複数の電子回路用の基板３１、３１…を上下に平行に積み重ね
て構成されている。また、各基板３１は、同形同大の角形の規定サイズに仕上げられてい
る（図３）。ただし、図３（Ａ）、（Ｂ）は、それぞれ基板３１を上面側、下面側から見
た斜視図であり、図３（Ｃ）は、同図（Ａ）のＹ－Ｙ線矢視相当断面図である。
【００２２】
　各基板３１には、図示しない個別の電子回路が搭載されている。また、基板３１上には
、一対の多極のコネクタ３２、３２が基板３１の後部の一辺に沿って搭載されるとともに
、一対のスペーサ３３、３３がコネクタ３２、３２側の一辺に対向する前部の一辺の両端
部に配置されている。各コネクタ３２は、互いに適合する上向きのソケット部、下向きの
プラグ部を基板３１の上面側、下面側に有し、基板３１上の電子回路と電気的に接続する
とともに、上下に隣接する他の基板３１上のコネクタ３２と連結することができる。各ス
ペーサ３３は、上下に連結するコネクタ３２、３２の連結高さ相当の長さの六角柱状の本
体部の両端に互いに適合する雌ねじ部、雄ねじ部を形成し、雄ねじ部を基板３１の透孔３
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１ａに下向きに差し込むことにより基板３１上に配置されている。基板３１、３１…は、
それぞれのコネクタ３２、３２を上下に連結するとともに、雌ねじ部、雄ねじ部を介して
それぞれのスペーサ３３、３３を上下に連結することにより、上下にコンパクトに積み重
ねて一体に組み立てることができる。
【００２３】
　ベース基板１０上の各ユニットスペース１３には、一対のコネクタ１３ａ、１３ａのソ
ケット部が配設され、一対の透孔１３ｂ、１３ｂが形成されている（図１、図４）。コネ
クタ１３ａ、１３ａは、基板ユニット３０側のコネクタ３２、３２のプラグ部と連結可能
であり（図４、図５）、透孔１３ｂ、１３ｂは、基板ユニット３０側のスペーサ３３、３
３の雄ねじ部に適合している（図４、図６）。
【００２４】
　そこで、基板ユニット３０は、基板ユニット３０側のコネクタ３２、３２のプラグ部を
ベース基板１０側のコネクタ１３ａ、１３ａのソケット部に連結するとともに、基板ユニ
ット３０側のスペーサ３３、３３に連結するスペーサ３３、３３を基板ユニット３０とベ
ース基板１０との間に介装することにより、ベース基板１０のユニットスペース１３に搭
載することができる（図５、図６）。ただし、このとき、基板ユニット３０、ベース基板
１０の間に介装するスペーサ３３、３３は、基板ユニット３０の最上部の基板３１から外
し、最下部の基板３１の下側から基板ユニット３０側のスペーサ３３、３３の雄ねじ部に
雌ねじ部を連結するとともに、雄ねじ部をベース基板１０側の透孔１３ｂ、１３ｂに挿入
して装着することができる。
【００２５】
　かかる基板システムは、各基板ユニット３０の基板３１、３１…に対して、たとえば外
部のセンサからの信号を入力して信号処理する電子回路部品や、外部からの物理量を直接
検出するセンサ素子を必要な電子回路部品とともに搭載し、基板ユニット３０のコネクタ
３２、３２…、ベース基板１０のコネクタ１３ａを介して各基板３１の出力信号をベース
基板１０上のデータ処理用の電子回路部品２０に伝送し、所定のデータ処理を実行するこ
とができる。また、このとき、各基板ユニット３０の基板３１、３１…用の電源は、ベー
ス基板１０のコネクタ１３ａ、基板ユニット３０のコネクタ３２、３２…を介してベース
基板１０側から供給することができる。
【００２６】
　以上の説明において、ベース基板１０上のユニバーサル配線スペース１１、電子回路部
品２０用の部品装着スペース１２は、一方または双方を省略してもよく、基板ユニット３
０用のユニットスペース１３、１３…は、任意の数を任意の形態に配列して設定すること
ができる。また、ユニットスペース１３、１３…は、ベース基板１０の上面側、下面側の
両面に設定するに代えて、上面側、下面側のいずれか片面にのみ設定してもよく、ユニッ
トスペース１３、１３…に付随するベース基板１０側のコネクタ１３ａ、１３ａ…も、ベ
ース基板１０の両面、片面のいずれかに設ければよい。なお、基板ユニット３０の基板３
１、３１…は、図示の長方形の角形の他、同形同大の平行四辺形、正方形、正六角形など
に形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　この発明は、たとえば外部の多数のセンサや、基板ユニットの各基板上に搭載する多数
のセンサ素子からの出力信号を適切に信号処理するための電子回路部品などをコンパクト
に組み立てて装置化する任意の用途に対し、広く好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１０…ベース基板
　１３…ユニットスペース
　１３ａ…コネクタ
　１３ｂ…透孔
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　２０…電子回路部品
　３０…基板ユニット
　３１…基板
　３２…コネクタ
　３３…スペーサ
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　特許出願人　　　株式会社　リニア・サーキット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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